
 

 
 

支払基金統一事例 

【 検査 】 

 

１３１ 胆汁酸の算定について 

 

《令和６年４月３０日》 

 

○ 取扱い 

 

次の傷病名に対するＤ007「13」胆汁酸の算定は、原則として認められない。 

⑴ 高血圧症 

⑵ 高脂血症 

 

 

○ 取扱いを作成した根拠等 

 

胆汁酸は、肝細胞でコレステロールから生成され、肝胆道疾患で上昇し、肝

機能検査の一つとして用いられている。 

以上のことから、高血圧症や高脂血症に対する算定は、原則として認められ

ないと判断した。 
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